
                                                                                

 

   

CO2削減アドバイザー制度とは？ 

環境の専門家を派遣し、ＣＯ２削減（省エネ、コスト削

減）等のアドバイスを行います。またＩＳＯやエコアクショ

ン２１の認証取得に結びつく助言も行います。 

改正省エネ法により、報告対象事業者は使用エネル

ギー量の削減が求められるため、その対策にも効果が

あります。 

対象事業所は？ 

県内に所在する事業所が対象です。 

どのような人が派遣されるの？ 

環境保全に関する知識やカウンセリング経験が

豊富な環境省に登録された専門家（環境カウンセ

ラー）を派遣します。 

内容は？ 

次のようなことについて、最大５日まで専門家 

（環境カウンセラー）を派遣します。 

・ＣＯ２等排出量の調査 

・ＣＯ２等排出診断、削減アドバイス 

・ＣＯ２等削減計画や目標設定 

（省エネ、コスト削減の効果が期待できます。） 

・省エネ法規等の研修等 

・J-クレジット（省エネルギー、再生可能エネルギー 

部門）登録・購入に向けての助言 

・上記の他、地球温暖化対策に関する助言等 

費用は？ 

講師の派遣に関する費用は、県が負担します。 

（但し、派遣に伴う交通費は負担願います。） 

 

申し込み方法・期限は？  

ご希望の事業所は裏面の申込書により県脱炭素・

水素社会推進課に郵送又は FAX によりお申し込み下

さい。（※メールによるお申込みをご希望の場合はお

問合せください。）アドバイザーの派遣日につきまして

は、調整の上、決定いたします。 

 

募集期間  令和８年１月３０日まで 

 

なお、申込書の受付は先着順とさせていただきま

す。予算額に達し次第、受付を終了させていただきま

す。 

お申込み・お問い合わせ先 

〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

奈良県環境森林部 

脱炭素・水素社会推進課 脱炭素推進係 

 TEL：０７４２－２７－８０１６(直通) 

FAX：０７４２－２７－５２８０ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: https://www.pref.nara.jp/60306.htm 

※メールアドレスは別途お問い合わせください 

CO2削減アドバイザー派遣事業を利用してみませんか？ 
奈良県エコキャラクター 

「な～らちゃん」 

そんな悩みにお応えするため、県内事業所を対象に 

環境の専門家をアドバイザーとして派遣します！！ 

 

 
企業として温暖化対策、省エネルギーに取り組みたい 

省エネを通してコスト削減を図りたい 

どんなことが出来るの？どんなことが効果的？ 

 

https://www.pref.nara.jp/60306.htm


奈良県脱炭素・水素社会推進課長あて 

「ＣＯ２削減アドバイザー派遣」申込書 

                                                  申込日：    年  月  日  

法人名又は事業所名 
 

 

業 種 
 

 

担当者所属・職・氏名 
 

 

連絡先 

  住 所 
 

 

  ＴＥＬ  

  ＦＡＸ 
 

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

 

希 望 事 項 

 

 

 

（対象施設の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（助言等希望の内容） 

    希望する項目にレ点をお付けください。(複数可) 

 CO2等排出量の把握 

 CO2等排出診断、削減アドバイス 

 CO2等削減目標設定、削減計画の策定 

 研修（省エネ法規等） 

 
J-クレジット（省エネルギー、再生可能エネルギー部門） 

登録・購入に向けての助言 

 その他（                    ） 

その他／要望等 

 

 

 

 

 

※県脱炭素・水素社会推進課あてＦＡＸまで送信してください。 

FAX：0742-27-5280 

 メールによるご提出を希望される場合、お手数をおかけいたしますがお問い合わせください。 

 


